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 産地活性化総合対策事業実施要領（平成 23 年４月１日付け 22 生産第 10890 号農林水産

省生産局長通知）の一部を別紙のとおり改正したので、御了知の上、本事業の実施につき、

適切な指導を願いたい。 

  

 

 



          産地活性化総合対策事業実施要領 

 

第１ 事業の内容等 

産地活性化総合対策事業実施要綱（平成23年４月１日付け生産第10888

号農林水産事務次官依命通知。）別表の事業の実施に当たっては、要綱に

定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

１ 国産花きイノベーション推進事業 

Ⅰに定めるとおりとする。 

２ 養蜂等振興強化推進事業 

Ⅱに定めるとおりとする。 

３ 茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業 

Ⅲに定めるとおりとする。 

４ 生産体制・技術確立支援事業 

Ⅳに定めるとおりとする。 

５ 農作業安全総合対策推進事業 

Ⅴに定めるとおりとする。 

６ 地鶏等生産振興推進事業 

Ⅵに定めるとおりとする。 

７ 戦略作物生産拡大支援事業 

Ⅶに定めるとおりとする。 

８ 地域コンソーシアム支援事業 

Ⅷに定めるとおりとする。 
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